
【幌平橋】 

1927年（昭和2年）に河合才一郎が私費によ

り全長159m、幅5mの木橋を造り、札幌市と

豊平町（現在の豊平区）を結ぶことから幌

平橋と名づけました。 

豊平川下流側の歩道を広くとっておりアー

チ橋部分は上ることができます。 

また、歩道橋部分は札幌市の姉妹都市であ

るポートランド市との姉妹都市提携35周年

を記念して、「PORTLAND SQUARE（ポートラ

ンド広場）」と命名し、ポートランド在住

の金属彫刻家リー・ケリー氏の手がけた彫

刻が寄贈されました。 

 

現在の橋は1995年（平成7年）10月に完成

し、映画『ガメラ2 レギオン襲来』（1996

年公開）のロケ地にもなっています。 

 

目次： 

Ｐ．２  マイナンバー制度                       

Ｐ．３  マイナンバー制度導入スケジュール              

Ｐ．４  法人登記について                           

Ｐ．４  北海道労働安全衛生教育学院について   

【2015夏号】2015年6月発行 

 
 

ホームページもご覧ください。 

http://www.ando-office.com 

〒063-0814 

札幌市西区琴似４条４丁目１－２０ 

ＴＥＬ ０１１（６４２）０５０５ 

ＦＡＸ ０１１（６４２）６３２４ 

Email: info@ando-office.com 

社会保険労務士・行政書士 

事務組合 総合労務管理協会 

安 藤 行 政 事 務 所  

 ～夏号の懸け橋～  札幌市豊平川に架かる  

幌 平 橋  

～労務部門～ 

☆人事・賃金制度の策定・相談 

☆雇用保険・労災保険 

   健康保険・厚生年金 

☆給与・賞与計算の代行業務 

☆就業規則他諸規定の作成・相談 

☆中小事業主・建設業一人親方の労災特別加入 

 

～行政部門～ 

☆会社設立・創業支援 

☆建設業許可・各種営業所認可申請 

☆経営事項審査（経審）・指名願 

☆相続手続き・遺言書作成 

☆各種契約書・内容証明書の作成 

行政機関等に提出する書類等の 

作成及び提出代行・電子申請 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1927%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B9%B3%E7%94%BA_(%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B9%B3%E5%8C%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89_(%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%B3%E5%B7%9E)
http://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A1%E3%83%A92_%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%82%AA%E3%83%B3%E8%A5%B2%E6%9D%A5


ご存知ですか「マイナンバー制度」  

マイナンバーは、 

１．行政の効率化 

２．公平・公正な社会の実現 

３．国民の利便性の向上 

 を目的として、２０１６年１月から運用が開始される制度です。 
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 ・個人情報＋個人番号を「特定個人情報」といいます。 

 ・全ての事業者（法人・個人事業すべて）が対象となり、 

  本人の同意があっても、第三者への情報提供は原則禁止。 

 ・保存期限を経過した際は廃棄・削除が必要となります。 

    ⇒最低でもシュレッダーでの処理が必要です！ 

１．児童手当の現況届（毎年６月） 

２．年金裁定請求 

３．源泉徴収票等の法定調書 

４．支払報告書 

５．雇用保険被保険者資格取得/喪失届 

６．健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得/喪失届 

７．健康保険被扶養者（異動）届 

住民票を有するすべての人に通知される１２桁の番号です 

  ２０１５年１０月から、住民票登録をしている人全員（外国人含）にマイナンバーが記載された「通知カード」が 

  届きます。 住民票が現在お住まいの住所となっていることを確認してください。 

生涯を通じて１人１番号 （原則、番号の変更なし） 

  番号漏えい時は、本人が番号変更手続きを行わなければなりません。 

  そのため、番号を漏えいさせた者には重い罰則が科せられます。 

                       →４年以下の懲役または２００万円以下の罰金または併科 等 

 

2016年1月 

スタート！ 

マイナンバー（個人番号）とは！？ 

個人情報（個人情報保護法） 

・氏名 

・住所 

・性別 

・生年月日 

個人番号(マイナンバー法) 
特定個人情報 

（個人情報保護法＋マイナンバー法） 

マイナンバーを利用する主な提出書類 



＜マイナンバー導入のスケジュール＞ 
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１．マイナンバーをどの様な業務に利用するのか、洗い出しをしましょう 

２．マイナンバーを紛失・漏えいしないための管理方法を確立しましょう  

 

 

 

  

 □ マイナンバーを扱う担当者をあらかじめ決めておきましょう 

    給料や社会保険料を扱っている人など 

 □ マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的を伝えましょう 

    「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」など 

 □ マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です 

     顔写真がついている「個人番号カード」又は１０月から届くマイナンバーが書いてある 

    「通知カード」と「運転免許証」等の身分証明書で確認を行いましょう  

 

 

  

 □ マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう 

 □ パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウイルス対策ソフトを最新版に更新するなど、セキュリティ対策を行いましょう 

 □ 従業員の退職や契約の終了等でマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーが書いてある書類を破棄しましょう 

＜担当者の明確化と番号の取得！＞  

★会社として必要な準備をしましょう★ 

希望者はＩＣチップ・顔写真入りのカードに変更可能 

＜マイナンバーの管理・保管＞  

マイナンバー通知カード 個人番号カード 

２０１５年１０月以降（順次発送予定） ２０１６年１月以降 

 

通知カード＝番号が記載されている紙のカード（案） 

 

 

 

  

 

・基本４情報 

 

個人番号カード＝ＩＣチップ・顔写真入りのカード（案） 

 

 

 

  

 

・基本４情報 

・顔写真 

とても大切なものなので 

捨てたり失くしたり 

しないように 

注意してください！ 

 

【会社の方針を決めましょう】 

会社としての基本方針を策定し、社員への周知を

はかるとともに、特定個人情報の取扱いに関する

規程を設けることや、誓約書等を作成することも

必要となります。 



監査役の監査の範囲についてご存知ですか？ 

 あなたの会社・法人、登記を放置していませんか！？ 

 平成２７年５月１日に改正会社法の施行により、全ての株式に譲渡制限の定めを設けて

いる株式会社（平成１８年５月１日の会社法施行以前に設立された小会社）では、監査役に

ついて会計監査限定の定款の定めがあるものとみなされています。 

そのため、会社法施行後に、会計監査限定の定めを廃止していなければ、会計監査限

定の定めを登記しなければなりません。 

 

 ただし、経過措置として平成２７年５月１日以降にはじめて就任または退任する監査役の 

 登記をあわせて行えばよいとされています。  

                  

平成１８年５月以前 

 株式会社の取締役の任期は、選任から２年

以内・監査役の任期は選任から４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時まででした。 

平成１８年５月以降 

（全ての株式に譲渡制限の定めを設けている

株式会社の）取締役、監査役の任期は、選任

されてから（最長）１０年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時までとすることができる。 

 北海道労働安全衛生教育学院は、北海道内の職長教育講座、安全衛生責任者講座を行っております。 

労働安全衛生に関する法令の教育、労働災害の防止、職場の作業改善教育に関する労働者の福祉の増進と産業の

健全な発展に寄与致します。 
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 平成１８年５月１日 会社法（平成１７年法律第８６号）施行 

 会社法が施行されてから９年が経過しました。              

会社法の施行により（全ての株式に譲渡制限の定めを設けている株式会社で、小

会社の場合）役員の任期を１０年に伸長している会社がありますが、役員登記を

放置していませんか？ 

最終の登記を行ってから、１２年が経過した株式会社（５年が経過した一般社団法

人又は一般財団法人）は、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、

２ヵ月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場

合には、法務局の職権で「みなし解散の登記」をすることができます。 

 

気付いたら会社が解散していた・・・ 

                   ・・・あなたの会社は、大丈夫ですか？ 

 

役員任期の概要 

北海道労働安全衛生教育学院について 

安全衛生責任者講座とは 

 労働安全衛生法第１６条において、建設業における関係請負人は、安全

衛生責任者を選任しなければなりません。 

また、統括安全衛生責任者との仕事上の連絡・調整役を担当します。 

職長教育講座とは 

 職長とは、現場の作業員を直接指揮・監督する管理者のことで、企業の

方針などに従い、作業現場での生産計画を始め、品質管理、安全管理、作

業者訓練などの現場での諸業務を行います。 

労働安全衛生法第６０条により、新たに職長の職務に就く予定の方、職長

になられた方および監督者は、職長教育講座を受けなければなりません。 

職長教育講座対象業種 

以下の業種の職長に就く予定の方は職長教育を受けなければなりません。 

 

１．建設業 

２．製造業(食品･たばこ製造業･繊維工業･衣服その他の繊維製品製造業･ 

      紙加工品製造業･新聞業･出版業、製本業及び印刷物加工業を除く) 

３．電気業 

４．ガス業 

５．自動車整備業 

６．機械修理業 

当学院の特徴は、以下の通りになっております。 

●ＲＳＴトレーナーによる講座 

 ＲＳＴトレーナーとは、労働安全衛生法第６０条により義務付けられている  

 職長など現場監督者への安全衛生教育を行うための講師のことで、労働 

 安全について専門的に研修し認定を受けた者のことを言います。 

 

●修了証を交付 

 終了後には、修了証を交付いたします。 

 

●安全衛生に関する実務経験の豊富な講師による指導 

 実務経験からの経験を活かした安全衛生について価値ある教育を提供い 

 たします。 

詳しくは安藤行政事務所までご連絡下さい！ 

（安藤行政事務所内併設） 


